
〇 食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業

＜対策のポイント＞
食肉等の流通構造の高度化、食肉の生産基盤の強化及び輸出拡大を図るため、食肉処理施設の再編等や機能高度化、家畜市場の再編や運営の効

率化に必要な取組や整備等を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（５兆円［2030年まで］）

令和８年度予算概算決定額 1,731百万円（前年度 1,242百万円）

＜事業の内容＞

［お問い合わせ先］畜産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

①食肉流通再編合理化推進事業

畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者で組織するコンソーシアムに
よる、食肉の流通構造の高度化及び輸出拡大を図るためのコンソーシアム計画の策
定やその実現に向けた協議会の開催等を支援します。

②食肉流通再編合理化施設整備事業

コンソーシアム計画に位置付けられた、食肉処理施設の再編及び輸出拡大に必
要な施設の整備等を支援します。

③流通構造高度化の更なる加速化

流通構造の高度化に取り組む事業実施主体に対し、都道府県や市町村が当該
取組の加速化に向けた支援を行う場合、その費用の一部を支援します。

④食肉処理施設機能高度化事業

食肉処理施設や食鳥処理施設における収益力の強化を図るため、付加価値の
向上に資する高度な加工設備や省力化設備の整備等を支援します。

⑤食肉需給動向分析調査委託事業

畜産物の国内安定供給や輸出拡大等を見据え、輸出先国の規制やマーケット
の調査・分析等を実施します。

１．食肉の流通体制の強化 ２．家畜の流通体制の強化

委託

定額、1/2以内
都道府県 コンソーシアム

定額、1/2以内

国
食肉処理施設等

1/2以内

＜事業の流れ＞

都道府県

（１の①②の事業）

（１の④の事業）

民間事業者等 （１の⑤の事業）

定額、1/2以内

都道府県 生産者団体等 （２の事業）

①家畜流通基盤強化推進支援事業

 家畜市場の再編に向けた地域協議会の設置や計画作成等の取組を支援します。

②家畜市場再編・持続化支援事業

家畜市場の再編時に、既存の施設を使用する場合、市場機能を維持・持続化す
るための設備・機器の更新等を支援します。

③家畜市場運営効率化支援事業

家畜市場の家畜搬入・搬出施設の増改築や省力化設備の整備等を支援します。

都道府県

1/2以内
（国庫補助金額

の1/6以内） 定額

コンソーシアム （１の③の事業）
※１の②に限る

1/2以内

定額、1/2以内



食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業のうち

〇 食肉流通再編合理化推進事業等

＜対策のポイント＞
・・・・・・・・します。

＜事業目標＞
○ ・・・・・・・・（●●［令和●●年度まで］）
○ ・・・・・・・・（●●［令和●●年度まで］）

＜対策のポイント＞
食肉流通構造の高度化及び輸出拡大を図るため、畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者で組織するコンソーシアムによる食肉処理施設の

再編整備等を支援します。

＜事業目標＞
［令和５年度→令和12年度まで］ ［令和６年→令和12年まで］

○ 牛肉生産量： 35万t → 36万t ○ 牛肉輸出額 648億円 → 1,132億円
○ 豚肉生産量： 91万t →  92万t ○ 豚肉輸出額 24億円 → 52億円

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食肉流通再編合理化推進事業

畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者でコンソーシアムを組織し、

食肉処理施設の再編のための施設整備、家畜の安定的な集出荷、食肉の消費者

ニーズの反映等により、国産食肉の生産・流通体制の強化及び輸出拡大を図るため

のコンソーシアム計画の策定やその実現に向けた取組を支援します。

２．食肉流通再編合理化施設整備事業

コンソーシアム計画に基づき実施する食肉処理施設の再編合理化及び輸出拡

大に必要な施設等の整備を支援します。

３．流通構造高度化の更なる加速化

流通構造の高度化に取り組む事業実施主体に対し、都道府県や市町村が当該

取組の加速化に向けた支援を行う場合、その費用の一部を支援します。

※ コンソーシアム計画：安定的出荷・処理・販売計画、輸出拡大計画、消費者
ニーズを反映する生産体制推進計画等を含む、国産食肉の生産・流通体制を高
度化するための計画。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］畜産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

令和８年度予算概算決定額 1,731百万円（前年度 1,242百万円）の内数

（２の事業）
食肉処理施設の再編合理化等に必要な
整備

都道府県、
市町村

国

（３の事業）
流通合理化の更なる加速化

⇒①と②で、国・地方公共団体が
最大２/３を支援

国
①支援

②支援

国

１の事業：定額
２の事業：1/2以内

都道
府県

１の事業：定額
２の事業：1/2以内

畜産農家・食肉処理施設・
食肉流通事業者による

コンソーシアム

３の事業：1/2以内
（国庫補助金額の

1/6以内） ３の事業：定額



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．付加価値の向上に資する高度な加工設備等の整備支援

国内外の多様化するニーズに対応するため、食肉処理施設及び食鳥処

理施設において、スライス加工等の付加価値の向上に資するための設備

等の整備を支援します。

２．省力化設備等の整備支援

労働力不足を補完するため、食肉処理施設及び食鳥処理施設において、

自動包装やAIを活用した自動仕分け等の省力化に資するための設備等の

整備を支援します。

３．輸出に取り組む食肉加工施設の整備

輸出認定食肉処理施設の加工の外部化に向け、食肉加工施設が輸出

認定を受け、輸出量の増加に取り組むために必要な設備等の整備を支援

します。

＜対策のポイント＞
食肉処理施設等における収益力の強化を図るため、①付加価値の向上に資する高度な加工設備等の整備、②労働力不足を補完する省力化に資する

設備等の整備、③輸出認定施設外の食肉加工施設の整備を支援します。

＜事業目標＞
［令和５年度→令和12年度まで］ ［令和６年→令和12年まで］

○ 牛肉生産量： 35万t → 36万t ○ 牛肉輸出額 648億円 → 1,132億円
○ 豚肉生産量： 91万t →  92万t ○ 豚肉輸出額 24億円 → 52億円
○ 鶏肉生産量：169万t → 172万t ○ 鶏肉輸出額 25億円 → 44億円

食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業のうち

〇 食肉処理施設機能高度化事業

＜事業の流れ＞

国 都道府県 食肉処理施設等
1/2以内

［お問い合わせ先］畜産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

＜２の支援＞

＜１の支援＞

＜３の支援＞

令和８年度予算概算決定額 1,731百万円（前年度 1,242百万円）の内数
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と畜工程

付加価値
の向上
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手洗所、スライサー等

自動包装機等

ミキサー等

1/2以内



飼養管理設備あり
１日以上の係留が可能
係留可能頭数が増加

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜流通基盤強化推進支援事業

家畜市場の再編に向けた地域協議会の設置や計画作成、その実現に向けた取

組を支援します。

２．家畜市場再編・持続化支援事業

家畜市場の再編時に、既存の施設を使用する場合、市場機能を維持・持続化

するための設備・機器の更新等を支援します。

３．家畜市場運営効率化支援事業

家畜市場の家畜搬入・搬出用施設の増改築や省力化設備の整備等を支援し

ます。

＜対策のポイント＞
○家畜流通において重要な役割を果たしている家畜市場について、家畜市場の再編により出荷頭数・購買者を増加し、市場取引の活性化を図るため、市場
再編に向けた地域協議会の設置や、再編後の既存施設における家畜市場機能の持続化等について支援する。

○“物流2024年問題（自動車運送業の時間外労働時間規制等） ”や農家の高齢化、労働力不足等により、家畜市場における円滑な家畜の輸送や取扱
いに影響が生じていることから、家畜市場の搬入・搬出用施設の増改築や省力化設備の整備等を支援する。

＜事業目標＞
○家畜市場の活性化を通じた生産基盤の強化
○高資質和子牛の取引頭数の増加

＜事業の流れ＞

国 都道府県

家
畜
市
場
の
活
性
化
・
肉
用
牛
産
地
の
育
成

設備・機器の更新

毎月開催

○○家畜市場 △△家畜市場

△△家畜市場

毎月開催
（頭数の増加）

再編

生産者団体等

１の事業：定額
２・３の事業：１/２以内

食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業のうち

〇 家畜流通基盤強化推進支援事業等

飼養管理設備なし
（係留期間半日のみ）

＜２の事業＞

＜３の事業＞

２ヶ月に１回開催

令和８年度予算概算決定額 1,731百万円（前年度 1,242百万円）の内数

施設の増改築
省力化設備の整備

［お問い合わせ先］畜産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

１の事業：定額
２・３の事業：１/２以内


